
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和６年４月１日現在、満 55歳未満の社員】 

≪定期昇給≫ 

〇定期昇給を実施し、その際の昇給係数は「４」とする。 

≪基本給改定≫ 

〇基本給改定を実施し、基本給に対し所定昇給額と同一の額及び

4,000 円を加える。 
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【エルダー社員】 

〇基本賃金改定を実施し、基本賃金に 6,000 円を加える。 

 

【第二基本給の廃止について】（口頭にて回答） 

〇現行制度で妥当であり、廃止する考えはない。 

◇対象社員 44,000人 平均年齢 39.0歳 平均基準内賃金 355,868円 

【テンポラリースタッフ】 

〇基本賃金改定を実施し、1 時間当たりの賃金額に 70 円を加える。 

【令和６年４月１日現在、満 55歳以上の社員】 

〇基本給改定を実施し、令和６年４月１日現在の基本給額に対し、

在級する等級により前項に準じて計算した額を加える。 

【清算日】（予定） 

〇令和６年６月 25 日（火）とする。 


